
令和３年度地方税制改正（税負担軽減措置等）要望事項 

（ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ・ その他 ） 

No １１ 府 省 庁 名    厚生労働省           

対象税目 個人住民税  法人住民税  事業税  不動産取得税  固定資産税  事業所税  その他（徴収規定） 

要望 

項目名 
20歳前障害基礎年金等の税制改正に対応した所得制限限度額の見直しに伴う税制上の所要の措置 

 

要望内容 

（概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・特例措置の対象（支援措置を必要とする制度の概要） 

 20歳前の傷病による障害基礎年金（以下「20歳前障害基礎年金」という。）については、本人の保険料拠

出もなく、その費用が税や他の被保険者により賄われていることから、受給者に一定以上の所得がある場合

には、その全額又は１／２が支給停止される。なお、20歳前障害基礎年金には差押え及び公租公課の禁止措

置が講じられている。 

 

・特例措置の内容 

令和３年度からの個人所得課税の見直し（給与所得控除及び公的年金等控除から基礎控除へ 10 万円の振

替）への対応として、20歳前障害基礎年金の令和３年度における所得制限限度額を 10万円引き上げる。 

※ 同じく、差押え及び公租公課の禁止措置が講じられている、「特別障害給付金」、「障害年金生活者支援給付

金」、「遺族年金生活者支援給付金」及び「老齢福祉年金」についても、同様に、所得制限限度額を 10万円引

き上げる。 

 

 

関係条文 

○国民年金法（昭和34年法律第141号）第24条、第25条、第30条の４、第36条の３ 

○国民年金法施行令（昭和34年政令第184号）第５条の４ 

○特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律（平成16年法律第166号）第９条、第23条、第24条 

○特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令（平成17年政令第56号）第２条 

○年金生活者支援給付金の支給に関する法律（平成24年法律第102号）第15条、第20条、第32条、第33条 

○年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令（平成30年政令第364号）第８条 

○国民年金法等の一部を改正する法律（昭和60年法律第34号）による改正前の国民年金法（昭和34年法律第141号）第24条、第25

条、第66条、第79条の２ 

○国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令（昭和 61 年政令第 53 号）による改正前の国民年金法施行令（昭和 34 年政令第 184

号）第５条の４、第６条の４ 

○国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令（昭和 61年政令第 54号）第 52条（第１項の表中第５条の

４第２項の項、第１項の表中第６条の４第１項の項、第１項の表中第６条の４第２項の項） 

減収 

見込額 

［初年度］  －   （  －  ）  ［平年度］   －  （  －  ） 

［改正増減収額］ －                             （単位：百万円） 

 

要望理由 

（１）政策目的 

 個人所得課税の見直しに伴い、20歳前障害基礎年金等の給付に関する所得制限の判定に用いる所得額が、

収入に変化がないにもかかわらず 10万円増加することにより所得制限に該当してしまうことを防ぐため、所

得制限限度額を 10万円引き上げる。 

※ 平成 30年度税制改正：個人所得課税の見直しにおいて、給与所得控除及び公的年金等控除から基礎控

除へ 10万円の振替等を令和３年１月１日より施行。 

 

（２）施策の必要性 

平成30年税制改正大綱において、「所得税又は個人住民税の総所得金額等や合計所得金額を活用している社会保

障制度等の給付や負担の水準に関して意図せざる影響や不利益が生じないよう、当該制度の所管府省において、適

切な措置を講じなければならない。」とされている。これを踏まえ「意図せざる影響や不利益」が生じないよう、

所得制限限度額を見直す必要がある。 



本要望に 

対応する 

縮減案 

－ 

ページ １１―１ 



 

 

合
理
性 

政策体系におけ

る政策目的の位

置付け 

基本目標Ⅹ   高齢者ができる限り経済的に自立できるよう、所得確保の仕組みの整備を図

ること 

施策大目標１  老後生活の経済的自立の基礎となる所得保障の充実を図ること 

施策目標１－１ 国民に信頼される持続可能な公的年金制度等を構築し、適正な事業運営を図

ること 

政策の 

達成目標 

所得制限限度額を 10万円引き上げることで、個人所得課税の見直しに伴い、20歳前障害基礎年金

等の給付に関する所得制限の判定に用いる所得額が、収入に変化がないにもかかわらず 10万円増加

することにより、所得制限に該当してしまうことを防ぐ。 

 

税負担軽減措

置等の適用又

は延長期間 

 
令和３年 10月１日からの恒久措置（老齢福祉年金については令和３年８月１日から） 
 

同上の期間中

の達成目標 

所得制限限度額を 10万円引き上げることで、個人所得課税の見直しに伴い、20歳前障害基礎年金

等の給付に関する所得制限の判定に用いる所得額が、収入に変化がないにもかかわらず 10万円増加

することにより、所得制限に該当してしまうことを防ぐ。 

政策目標の 

達成状況 

－ 

 

 

 

有

効

性 

要望の措置の 

適用見込み 

－ 

 

要望の措置の 

効果見込み 

（手段としての

有効性） 

 
所得制限限度額を 10万円引き上げることで、個人所得課税の見直しに伴い、20歳前障害基礎年金

等の給付に関する所得制限の判定に用いる所得額が、収入に変化がないにもかかわらず 10万円増加
することにより、所得制限に該当してしまうことを防ぐことができる。 

相

当

性 

当該要望項目 

以外の税制上の

支援措置 

－ 

 

予算上の措置等

の要求内容 

及び金額 

－ 

 

 

上記の予算上

の措置等と 

要望項目との

関係 

－ 

要望の措置の 

妥当性 

個人所得課税の見直しに伴う「意図せざる影響や不利益」が生じないよう、所得制限限度額を見
直す必要があるところ、 
・ 個人所得課税の見直しは、給与所得控除及び公的年金等控除から基礎控除へ 10万円の振替を行
う事によって、給与・年金所得者とその他の所得を有する者との担税力の調整を図ったものであ
ること 

・ そのような税制における見直しを、税制と同様に全国一律で平等性の高い年金制度等へそのま
ま反映させることが、受給者にとっての不利益につながらないものとなること 

・ 市町村や日本年金機構の過度な事務負担を避け、受給権者にもわかりやすい制度にすること 

から、所得制限限度額を一律に 10万円引き上げることが妥当。 
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税負担軽減措置等の 

適用実績 

－ 

 

 

 

 

 

 

「地方税における

税負担軽減措置等

の適用状況等に関

する報告書」に 

おける適用実績 

－ 

税負担軽減措置等の適

用による効果（手段と

しての有効性） 

－ 

前回要望時の 

達成目標 

－ 

前回要望時からの 

達成度及び目標に 

達していない場合の理

由 

 

 

 

 

これまでの要望経緯 
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